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会議に付した事件は次のとおりである。

発議第１号 月形町議会の個人情報の保護に関する条例の制定について

意見案第１号 食料安全保障の強化及び食料・農業・農村政策の確立と酪農・

畜産経営の安定を求める要望意見書の提出について

会議案第１号 閉会中の所管事務調査の申し出について

○ 議長 金子 廣司 ただ今の出席議員は７人です。定足数に達しておりま

すので、会議は成立いたしました。

３月１５日から予算特別委員会のため休会しておりました令和５年第１回

議会定例会を再開いたします。 （午後 ２時００分開会）

直ちに本日の会議を開きます。 （午後 ２時００分開議）

議事日程第３号はお手元に配付のとおりであります。

◎ 日程１番 会議録署名議員の指名

○ 議長 金子 廣司 日程１番 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員の指名は、会議規則第１２７条の規定により議長において

堀 広 一 議員

若 井 昭 二 議員

の両名を指名いたします。

◎ 日程２番 報告第１号 予算特別委員会報告 議案第１１号から議案第１

５号、議案第１７号及び議案第１９号並びに議案第２３号から議案第２８号

までについて

○ 議長 金子 廣司 日程２番 報告第１号 予算特別委員会報告を行いま

す。日程２２番 議案第１１号 月形町昭栄会館条例の制定について、日程

２３番 議案第１２号 月形町総合振興計画等審議会条例の制定について、

日程２４番 議案第１３号 月形町商工振興事業補助金交付条例の一部を改

正する条例の制定について、日程２５番 議案第１４号 月形町地域公共交

通活性化協議会設置条例の一部を改正する条例の制定について、日程２６番

議案第１５号 月形町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につい

て、日程２７番 議案第１７号 月形町道路占用料条例の一部を改正する条

例の制定について、日程２８番 議案第１９号 町道路線の認定について、

日程２９番 議案第２３号 令和５年度月形町一般会計予算、日程３０番

議案第２４号 令和５年度月形町国民健康保険事業特別会計予算、日程３１

番 議案第２５号 令和５年度月形町農業集落排水事業特別会計予算、日程

３２番 議案第２６号 令和５年度月形町介護保険事業特別会計予算、日程
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３３番 議案第２７号 令和５年度月形町後期高齢者医療特別会計予算、日

程３４番 議案第２８号 令和５年度国民健康保険月形町立病院事業会計予

算、以上、１３議案を一括議題といたします。

本案については、予算特別委員会に付託した事件であり、その結果につい

て、会議規則第７７条の規定により、予算特別委員会委員長から報告を求め

ます。

○ 議長 金子 廣司 予算特別委員会 大釜 登委員長。

○ 予算特別委員会委員長 大釜 登 予算特別委員会の審査結果報告を申

し上げます。

本定例会において、予算特別委員会に付託されました議案第１１号 月形町

昭栄会館条例の制定について、議案第１２号 月形町総合振興計画等審議会条

例の制定について、議案第１３号 月形町商工振興事業補助金交付条例の一部

を改正する条例の制定について、議案第１４号 月形町地域公共交通活性化協

議会設置条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１５号 月形町国

民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１７号 月形町

道路占用料条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１９号 町道路

線の認定について、議案第２３号 令和５年度一般会計予算から議案第２８号

令和５年度国民健康保険月形町立病院事業会計予算までの１３件については、

去る３月１５日から１７日にわたり委員会を開催し、審査した結果は、お手元

に配付のとおりであります。ただ今、読み上げた１３件については、原案のと

おり可決すべきものと決定いたしました。

なお、今回の審査に当たりましては、各委員から多岐にわたる質疑が展開さ

れ、意見や指摘が出されました。理事者の方々におかれましては、検討課題に

積極的に取り組まれ、町政運営に反映させていただき、さらなる町民サービス

向上に努めていただきたいと思います。

併せて、今後、主要事業などの実施につきましては、議会と十分に協議を行

っていただき、予算に反映されるよう要望するものであります。

以上、会議規則第７７条の規定に基づき、予算特別委員会報告といたします。

○ 議長 金子 廣司 本案については、議長を除く全員で構成する予算特別

委員会において、十分に審議が尽くされておりますので、質疑・討論を省略

することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、令和５年度 各会計予算の関連議案

として、議案第１１号から議案第１５号、議案第１７号及び議案第１９号の

７議案、令和５年度各会計予算として、議案第２３号から議案第２８号まで

の６議案、合わせて１３議案を一括して採決いたします。本案に対する委員
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長の報告は、１３件いずれも原案のとおり可決であります。したがって、本

案は委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、令和５年度各会計予算の関連議案と

して、議案第１１号から議案第１５号、議案第１７号及び議案第１９号の７

議案、令和５年度各会計予算として、議案第２３号から議案第２８号までの

６議案、合わせて１３議案については、委員長の報告のとおり可決されまし

た。

◎ 日程３番 発議第１号 月形町議会の個人情報の保護に関する条例の制定

について

○ 議長 金子 廣司 日程３番 発議第１号 月形町議会の個人情報の保護

に関する条例の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 大釜 登議員。

〇 議員 大釜 登 発議第１号をご覧願います。発議第１号 月形町議会

の個人情報の保護に関する条例の制定について、地方自治法第１１２条第１

項の規定により提出するものです。令和５年３月７日の提出です。なお、発

議の賛成者として、月形町議会議員 我妻 耕議員、同じく 東出善幸議員

の両名の賛同を得ておりますことを申し添えます。

提案理由を説明いたします。

令和３年５月に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整

備に関する法律」により、個人情報保護法が改正され、同法、行政機関個人情

報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の３本の法律が個人情報保護法に統

合されました。

地方公共団体の執行機関には、今回の法律改正による新たな個人情報保護

法の規定が直接適用されることとなりますが、地方議会は、国会と同様に改

正法の適用対象外とされており、議会における個人情報の取扱いは、法形式

や規律の内容も含め、その自律的な対応に委ねることとされています。

また、議会における個人情報保護に関する条例の制定等は、個人情報保護

法の改正規定の施行の令和５年５月までに、適切な対応を図る必要がありま

す。

このような状況の中、当議会においても対応を協議・検討したところ、条

例を制定する必要があると認め、月形町議会の個人情報の保護に関する条例

を制定するものであります。

条例は、６章５７条からなり、個人情報の定義、議会の責務、個人情報の
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取扱い、個人情報ファイル簿、個人情報の開示、保有個人情報の適用除外及

び罰則などについて規定するものです。

なお、この条例の施行期日は令和５年４月１日です。

各議員のご賛同を賜りますことを心からお願い申し上げ、提案理由の説明と

させていただきます。ご審議の程、よろしくお願いいたします。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。発議第１号は、原案のとおり可決することにしたいと

思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、発議第１号は、原案のとおり可決す

ることに決定いたしました。

◎ 日程４番 意見案第１号 食料安全保障の強化及び食料・農業・農村政策

の確立と酪農・畜産経営の安定を求める要望意見書の提出について

○ 議長 金子 廣司 日程４番 意見案第１号 食料安全保障の強化及び食

料・農業・農村政策の確立と酪農・畜産経営の安定を求める要望意見書の提

出についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

○ 議長 金子 廣司 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻 耕 意見案第１号をご覧ください。意見案第１号 食料安

全保障の強化及び食料・農業・農村政策の確立と酪農・畜産経営の安定を求

める要望意見書の提出について、地方自治法第９９条の規定に基づき、要望

意見書を提出するものです。令和５年３月７日の提出です。この意見案の賛

成者として、月形町議会議員 大釜 登議員、同じく 東出善幸議員の両名

の賛同を得ておりますことを申し添えます。

提案理由を説明いたします。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、農畜産物需要が減退し、今なお、

米や砂糖、乳製品等の価格が低迷し、さらにロシアのウクライナ侵略で燃油、

肥料、飼料等の価格高騰を招き、我が国は危機的状況の一途を辿っています。

このことから、農業者が将来にわたって安心して営農できるよう、我が国

の食料安全保障の強化と国内酪農・畜産の安定経営に向けて、次の２点につ

いて要望するものであります。

一つ目は、食料の安定生産・供給に向けて、生産資材の安定的な確保や担
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い手・労働力の育成・確保、再生可能な直接支払制度の導入など、機動的な

施策の拡充や予算の確保により、生産基盤を強化し国内生産の増大を図る食

料安全保障施策として強化すること。

また、基本法の見直しに当たっては、食料自給率の向上を目指し農業者が

将来にわたって安心して営農できる持続可能な食料・農業・農村政策を確立

すること。

二つ目は、国内酪農・畜産経営はかつてないほど厳しい情勢にさらされ、

存続の危機に瀕していることから、官民一体での在庫削減などの需給調整対

策を行い、牛乳乳製品の消費拡大の強化などで、一刻も早く需給改善を図る

こと。

また、経営を圧迫している生産資材高騰への対策強化と、流通・販売業者や

消費者への理解醸成のもと、コスト高に係る酪農畜産物の適正な価格形成が可

能となるよう、環境を整備すること。

各議員のご賛同を賜りますことを心からお願い申し上げ、意見案第１号の

提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議の程、お願いいたし

ます。

○ 議長 金子 廣司 ただ今、説明が終わりましたので、質疑を行います。

質疑ございませんか。（「質疑なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

次に討論を行います。討論ございませんか。（「討論なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 討論なしと認め、以上で討論を終わります。

お諮りいたします。意見案第１号は、原案のとおり提出することにしたい

と思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、意見案第１号は、原案のとおり提出

することに決定いたしました。

◎ 日程５番 会議案第１号 閉会中の所管事務調査の申し出について

○ 議長 金子 廣司 日程５番 会議案第１号 閉会中の所管事務調査の申

し出についてを議題といたします。

お諮りいたします。議会運営委員会、まちづくり常任委員会の各委員長か

ら、それぞれ、閉会中の所管事務調査をしたい旨の申し出がありましたので、

これを許可することにしたいと思います。なお、両委員長から各調査期日につ

いては、調査終了まで行いたい旨の申し出がありましたので、併せて許可した

いと思います。

これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、両委員長から申し出のありました、
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閉会中の所管事務調査は許可することとし、各調査期日は調査終了までとす

ることに決定いたしました。

○ 議長 金子 廣司 以上で、本定例会に付議されました議案の審議は、全

て終了いたしました。したがって、会議規則第７条の規定により、本日で閉

会したいと思います。

これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり）

○ 議長 金子 廣司 異議なしと認め、本定例会は、本日で閉会することに

決定いたしました。会議を閉じます。

○ 議長 金子 廣司 最後に私の方から、一言だけ、皆さんにお礼の言葉と

ご挨拶を申し上げます。

今期４年間、議長という仕事を拝命いたしまして、何とか今日最終日まで

迎えることが出来ましたのは、皆さまの協力の下にあったと思います。ただ、

今般の予算委員会では、予算委員会委員長に大変ご迷惑をお掛けしました。

私はオブザーバーでありながら言葉に少し気配りが足りなかったのかなとい

う思いがしております。これについては、深くお詫び申し上げます。

そして、私から、これからの、皆さまにお願いしたいことは、我々議員がい

ろいろと申し上げましたけれど、町民の声が議員に来るのではなくて、町側に

くるような形、町民と職員との連携、できましたら、そういうことが少しでも

密になって、それが良いまちづくりになると思いますので、私どもも町民から

いろいろと聞きます。しかし、それをいちいち私たちが職場へ行って言う立場

にはありません。でも、ヒントを与えているつもりですけれど、なかなかそれ

が伝わらないというのが現状です。そのようなことも踏まえまして、今期、我々

も改選ですので、次期は、その辺を踏まえて、うちの町にとって何が良いかを、

職員共々、議員共々、良い方向に向かうようにお力を共に出しながら、前に進

んで行けたら良いなと思います。

本当に議長としての職務４年間、皆さんのおかげで務めることが出来ました。

ありがとうございました。

○ 議長 金子 廣司 これをもって、令和５年第１回月形町議会定例会を閉

会いたします。

（午後 ２時２０分閉会）


